
平成 25 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（厚生労働省・内閣官房） 

制 度 名 新型インフルエンザ等対策特別措置法の成立に伴う非課税措置
の創設 

税 目 消費税、所得税 

要

望

の

内

容 

 

 本年５月に公布した新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に向け、税

制上の所要の措置を講じる。 

 
（１）消費税法施行令の改正 
  ① 特定接種に係る健康被害給付（医療費）に関する非課税 
    特定接種に伴う健康被害給付のうち、医療費の支給に係る医療に対す

る消費税を非課税とするもの（予防接種法等に基づく予防接種に伴う健
康被害に対する健康被害給付と同様。）。 

  ② 医療関係者に対する損害補償としての療養給付に関する非課税 
    都道府県知事の要請に従い医療等を実施した者が、そのため疾病にか

かる等した場合の療養給付のうち、 医療費の支給に係る医療に対する消
費税を非課税とするもの（同様の危機管理法制（災害対策基本法、国民
保護法）においても同様の非課税措置あり。）。 

（２）所得税法施行令の改正 
  ○ 特定接種に係る健康被害給付（障害年金）に関する少額預金の利子所

得等の非課税 
    特定接種に伴う健康被害給付のうち、障害年金を受けている者又は遺

族年金を受けている遺族（妻に限る）の少額預金の利子所得等を非課税
とするもの（予防接種法等に基づく予防接種に伴う健康被害に対する健
康被害給付と同様。）。 

 平年度の減収見込額 
（制度自体の減収額） 

  － 百万円 
（  － 百万円） 
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⑴  政策目的 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種に係る健康被害給
付や医療関係者に対する損害補償について、他の類似法と同様の税制上の措
置が受けられるよう措置する。 

 

 

⑵  施策の必要性 
  新型インフルエンザ等が発生した場合には、新型インフルエンザ等対策特

別措置法に基づく特定接種や医療関係者に対する医療等実施の要請等を行う

こととなるが、これらの対策を実施するに当たっては、住民や医療従事者の

理解と協力が不可欠であり、万が一特定接種による健康被害や医療等の提供

により罹患した場合には、健康被害給付や損害補償の救済措置が講じられな

ければならない。 

  こうした救済に他の類似法と同様の税制上の措置を講ずることは、国とし

ての責務であり、新型インフルエンザ等の発生時の円滑な対応に支障を来す

おそれがあることから所要の措置を講じる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今
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の
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項 
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理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31
号） 
・特定接種に係る健康被害給付に係る規定（法第 28 条第５～７
項） 
・都道府県知事の要請に従い医療等を実施した者に対する損害
補償の規定（法第 63条） 

政 策 の 

達成目標 

 
－ 

 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 

－ 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 

－ 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
－ 

 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

 
－ 

 

要望の措置

の効果見込
－ 



み(手段とし

ての有効性) 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

なし 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

－ 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

－ 

要望の措置 

の 妥 当 性 
－ 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す

る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

なし 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

－ 

前回要望時 

の達成目標 
－ 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

－ 

これまでの 

要 望 経 緯 
なし 

 


